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内閣総理大臣への司法行政文書の移管に関する事務の取扱い 

について（通達） 

 標記の事務の取扱いについて別紙のとおり定めましたので、次に掲げる申合せの

定めるところによるほか、これによってください。 

１ 歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について（平

成２１年８月５日内閣総理大臣・最高裁判所長官申合せ） 

２ 裁判所から移管された特定歴史公文書等の利用の制限について（平成２３年３ 

月２５日内閣総理大臣・最高裁判所長官申合せ。以下「利用制限申合せ」という。

） 

３ 歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について（平 

成２１年８月５日内閣総理大臣・最高裁判所長官申合せ）の実施について（平成

２５年６月１４日内閣府大臣官房長・最高裁判所事務総局秘書課長・同総務局長

申合せ。以下「移管実施申合せ」という。） 



 

 

４ 歴史資料として重要な公文書等の内閣総理大臣への移管手続について（平成２ 

５年６月１４日内閣府大臣官房公文書管理課長・最高裁判所事務総局秘書課長・

同総務局第一課長申合せ。以下「移管手続申合せ」という。） 

     付 記 

 この通達は、平成２２年４月１日から実施する。 

付 記（平成２５．７．２４秘書第１５１４号） 

この通達は、平成２５年７月２４日から実施する。 

   付 記（令和５．２．１５秘書第３０９号） 

１ この通達は、令和５年２月１５日から実施する。 

２ 平成２２年３月３０日付け最高裁秘書第000867号事務総長依命通達「内閣総理

大臣への司法行政文書の移管に関する事務の取扱いについて」の標題の次に「（

依命通達）」とあるのを「（通達）」と補正する。 

３ 他の通達等中「平成２２年３月３０日付け最高裁秘書第000867号事務総長依命

通達「内閣総理大臣への司法行政文書の移管に関する事務の取扱いについて」」

とあるのは「平成２２年３月３０日付け最高裁秘書第000867号事務総長通達「内

閣総理大臣への司法行政文書の移管に関する事務の取扱いについて」」と読み替

えるものとする。 

 



 

 

（別紙） 

     内閣総理大臣への司法行政文書の移管に関する事務の取扱い 

１ 内閣総理大臣への司法行政文書の移管 

  歴史資料として重要な公文書等として裁判所から内閣総理大臣に移管すべき 

司法行政文書（平成２４年１２月６日付け最高裁秘書第003545号事務総長通達

「司法行政文書の管理について」（以下「管理通達」という。）記第１の２の

に定める司法行政文書をいう。以下同じ。）は、次に掲げるものとする。 

ア 次に掲げる司法行政文書で、保存期間（管理通達に基づき定められた保存 

期間をいい、保存期間を延長した場合にあっては、延長後の保存期間をいう。

のａを除き、以下同じ。）が満了したもの  

 司法行政に係る重要な政策等裁判所の運営上の重要な事項に係る意思決

定を行うための決裁文書（当該決裁文書と一体を成す記録であって、当該

決裁文書の内容又は当該意思決定に至るまでの審議、検討若しくは協議の

過程が記録されたものを含む。） 

 司法行政に係る重要な政策等裁判所の運営上の重要な事項に係る意思決

定に基づく裁判所の司法行政事務の実績が記録された司法行政文書 

 次のａからｃまでのいずれかに該当する司法行政文書 

ａ 保存されている期間が３０年以上である文書（保存期間（管理通達に

基づき定められた保存期間をいう。以下ａにおいて同じ。）が３０年未

満であっても、当該文書の保存期間及び保存期間の満了する日を延長し

た結果として３０年以上となるものを含む。）。ただし、人事評価、休

職、休暇、旅行命令等専ら職員の人事及び服務に関する個人情報に係る

ものを除く。 

ｂ 予算及び決算に関する送付文書等の毎年又は隔年等に定期的に作成さ

れるもののうち、移管実施申合せ２の のエの定めに基づき、最高裁判

所長官と内閣総理大臣が移管について協議し、包括的な合意に達したも



 

 

の 

ｃ 最高裁判所長官と内閣総理大臣が特定の国政上の重要事項等として合

意した事項に関連して作成されたもののうち、移管実施申合せ２の の

オの定めに基づき、最高裁判所長官と内閣総理大臣が移管について協議

し、合意に達したもの 

 裁判所の保有する司法行政文書であって、 から まで及びイのいずれ

にも該当しないもののうち、結果として司法制度に多大な影響を及ぼすこ

ととなった事項について記録されたものその他内閣総理大臣が独立行政法 

人国立公文書館において保存することが適当であると認めるものであって、 

移管実施申合せ２の のウの定めに基づき、最高裁判所長官と内閣総理大

臣が移管について協議し、合意に達したもの 

イ 最高裁判所がその施策等を一般に周知させることを目的として作成した広

報誌、パンフレット、ポスター、ビデオ等の広報資料（以下「広報資料」と

いう。） 

 のアの 又は に該当する司法行政文書の類型は、別表「分類区分」欄の 

区分に応じ、同表「具体的な司法行政文書等類例」欄に掲げるものとし、司法

行政文書が同 又は に該当するか否かを判断するに当たっては、当該司法行

政文書が当該類型に該当するか否かを個別に検討するものとする。 

  内閣総理大臣への司法行政文書の移管は、次に掲げる司法行政文書の区分に

応じ、それぞれに定めるファイル（管理通達記第１の２の に定めるファイル

をいう。以下同じ。）を引き渡す方法により、これを行う。 

  ア のアに該当する司法行政文書 当該司法行政文書がまとめられているフ

ァイル 

  イ 広報資料 広報資料がまとめられているファイルであって、保存期間が満

了したもの 

  の定めにかかわらず、広報資料の移管は、広報資料がまとめられているフ



 

 

ァイルの保存期間が満了する前に、当該広報資料の複製物を内閣総理大臣に引

き渡す方法によることができる。 

２ 対象ファイル等の選別等 

 当該年度の末日をもって保存期間が満了するファイルのうち１の に該当する

司法行政文書がまとめられているファイル（１の の方法による移管に係る広報

資料がまとめられているファイルを除く。以下「対象ファイル」という。）、及

び広報資料（同 の方法により移管するものに限る。以下同じ。）の選別は、移

管手続申合せ２の の定めによる移管計画（以下「移管計画」という。）の決定

前に、次の手順により行うものとする。 

  文書管理者（管理通達記第２の３に定める文書管理者をいう。以下同じ。）

は、総括文書管理者（同１に定める総括文書管理者をいう。以下同じ。）が別

に定める期限までに、当該文書管理者の所属する事務総局等の課等（管理通達

記第１の２の に定める事務総局等の課等をいう。以下同じ。）又は最高裁判

所の裁判部（同 に定める最高裁判所の裁判部をいう。以下同じ。）が管理し

ているファイルのうち、対象ファイルについて別紙様式第１により、広報資料

について別紙様式第２により、当該年度の末日をもって保存期間が満了する全

てのファイルについて別紙様式第３により、それぞれ一覧表を作成し、総括文

書管理者に提出する。 

  総括文書管理者は、文書管理者から提出された一覧表を取りまとめる。この

場合において、総括文書管理者は、必要に応じ、一覧表の内容について、文書

管理者と協議することができる。 

３ 内閣総理大臣等との協議等 

  司法行政文書の内閣総理大臣への移管についての内閣総理大臣又はその委任

を受けた者（以下「内閣総理大臣等」という。）との協議に関する事務は、総

括文書管理者が取り扱う。 

  対象ファイル及び広報資料について、内閣総理大臣以外の他の国の機関等と



 

 

の協議が必要になった場合には、その協議に関する事務は、総括文書管理者が

取り扱う。 

  総括文書管理者は、 及び の協議を行うため必要があると認めるときは、

文書管理者に対し、報告、意見若しくは資料の提出又は司法行政文書の提示を

求めることができる。 

４ 対象ファイル等の引渡し 

  移管計画が決定したときは、総括文書管理者は、文書管理者に対し、当該移

管計画の内容を通知するとともに、期限を定めて、当該移管計画により内閣総

理大臣に移管することとなった対象ファイル及び広報資料（以下「移管ファイ

ル等」という。）並びにその一覧表の引渡し並びに の利用の制限に関する意

見書の提出を求める。 

  文書管理者は、 の期限までに、 の対象ファイルについて別紙様式第４に

より、 の広報資料について別紙様式第５により、それぞれ一覧表を作成し、

移管ファイル等及び当該一覧表を総括文書管理者に引き渡す。 

 の対象ファイル又は広報資料に利用制限申合せ１に定める情報が記載され

ている場合には、文書管理者は、 の期限までに、 の対象ファイルについて

別紙様式第６により、 の広報資料について別紙様式第７により、それぞれ利

用の制限に関する意見書を作成し、総括文書管理者に提出する。 

 総括文書管理者は、 の定めにより文書管理者から引き渡された移管ファイ

ル等及びその一覧表並びに の定めにより文書管理者から提出された利用の制

限に関する意見書を取りまとめ、内閣総理大臣等に引き渡す。 

５ ファイルの廃棄に関する特例 

  次に掲げる場合には、管理通達記第７の３の⑵の定めにかかわらず、それぞれ

に定める時まで当該ファイルを廃棄してはならない。 

  全てのファイルについて、当該年度の移管計画の決定前に保存期間が満了す

ることとなる場合 当該年度の移管計画が決定する時まで 



 

 

  移管ファイル等について、４の の定めによる引渡しが完了するまでの間に

保存期間が満了することとなる場合 当該引渡しが完了する時まで 



（別表）

歴史資料として重要な公文書等として内閣総理大臣に移管すべき司法行政文書の類型

項番 分類区分 具体的な司法行政文書等類例

規則、規程等関係 (1)　最高裁判所規則及び最高裁判所規程の制定及び改廃に関する文書

(2)　通達及び通知のうち重要なもの

(3)　規定の解釈及び運用基準に関する文書

(4)　(1)に掲げる文書に係る各府省庁との申合せに関する文書

裁判官会議等関係 (1)　裁判官会議に関する文書

(2)　常置委員会に関する文書

予算、決算関係 (1)　予算書及び予算参考書に関する文書

(2)　予算要求に関する文書

(3)　決算書及び決算参照書に関する文書

(4)　決算の説明に関する文書

(5)　歳入主計簿及び歳出主計簿に関する文書

(6)　国有財産に関する文書

4
基本計画等関係  司法行政に係る重要な政策等裁判所の運営上の重要な事務の方針及び計画に

 関する文書

国際条約等関係 (1)　条約その他の国際約束の署名及び締結に関する文書

(2)　国際会議の取決めに係る記録のうち重要なもの

組織、定員関係 (1)　組織の設立、変更及び廃止に関する文書

(2)　定員の変更及び廃止に関する文書

審議会等関係 (1)　規則制定諮問委員会の諮問、答申、建議、意見及び議事録のうち重要な
　 もの

(2)　その他委員会、研究会等の報告書及び議事録のうち重要なもの

8 事務総局会議関係  事務総局会議に関する文書のうち重要なもの

国会関係 (1)　国会答弁に関する文書

(2)　国会提出に関する文書

10 争訟関係  行政不服審査に関する文書

統計関係 (1)　統計の企画及び公表資料の作成に関する文書

(2)　統計を作成するための調査に関する文書

人事関係 (1)  職員の任免、身分、賞罰、恩給及び給与その他の人事に関する内規を定
   めた文書のうち特に重要なもの

(2)  審議会等の委員の任免関係に関する文書

13 栄典、表彰関係  叙位、叙勲、褒章及び各種表彰に関する文書のうち重要なもの

14 事故等関係　　  震災等自然災害関係等に関する文書のうち重要なもの

調査、研究関係 (1)　司法行政に係る重要な政策等裁判所の運営上の重要な意思決定又はその
　 遂行に反映させるために実施した調査又は研究の経緯に関する文書

(2)  司法行政に係る重要な政策等裁判所の運営上の重要な意思決定又はその
　 遂行に反映させるために実施した調査又は研究の結果報告書

16
司法行政に係る重要な政
策関係

 司法行政に係る重要な政策等裁判所の運営上の重要な意思決定及び当該意思
 決定に基づく司法行政事務の実績が記録されたもの

17
その他  最高裁判所長官と内閣総理大臣が合意して移管の対象と認める国政上重要な

 もの又はそれに準ずるもの

15

9

11

12

1

2

3

5

6

7



大分類 中分類

（記載要領）

　８　「保存期間」欄には、ファイルに設定された保存期間を記載する。
　　　なお、ファイルの保存期間を延長した場合には、最初に設定した保存期間及び延長した保存期間を通算した期間を記載する。

　１０　「該当項目」欄には、この通達の別紙の１の(1)のアの(ｱ)から(ｴ)まで又はイに掲げる司法行政文書について、当該司法行政文書が平成２５年６月１４日内閣府大臣官房長・最高裁
　　　判所事務総局秘書課長・同総務局長申合せ２の(1)のアからエまでのいずれに該当するかを、同申合せの記号により記載する（記載例「ア」、「イ」、「ウ①」）。
　　　　なお、複数の項目に該当する場合には、全ての項目を記載する。

　１１　「利用制限」欄には、公文書等の管理に関する法律（平成２１年法律第６６号）第１６条第１項第１号に掲げる情報に相当する情報が記載されている司法行政文書がまとめられてい
　　　るファイルについて、当該情報が次に掲げる(1)から(4)までのいずれに該当するかに応じ、それぞれに定める同号イからニまでの条項を記載する。この場合において、一次的には、事
　　　務総局等の課等又は最高裁判所の裁判部の文書管理者の意見を記載する。

　　(1) 行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号。以下「情報公開法」という。）第５条第１号に掲げる情報　イ　

保存
期間

備考
分類

　５　「名称（小分類）」欄には、ファイル管理簿に登載されているファイル名を記載する。

　３　「番号」欄には、事務総局等の課等又は最高裁判所の裁判部ごとにそれぞれ通し番号を記載する。　

　４　「作成・取得年度等」欄には、ファイルの作成日の属する年度（暦年で管理しているものについては、暦年）を西暦で記載する。　

　　(2) 情報公開法第５条第２号又は第６号イ若しくはホに掲げる情報　ロ

媒体の
種別

該当項目

　６　「作成・取得者」欄には、ファイルの作成日における文書管理者の官職名を「○○局○○課長」等と記載する。

　７　「起算日」欄には、ファイルの保存期間の始期である年月日を西暦で記載する。

　９　「管理者」欄には、ファイルの保存期間満了時において当該ファイルを管理している文書管理者の官職名を「○○局○○課長」等と記載する。

作成・取得者
作成・取得

年度等

　１　この様式には、別紙様式第３の「保存期間満了時の措置」欄に「移管」と記載したファイルについて記載する。

　２　大分類、中分類、小分類、標準ファイル名及びファイル名に分類されたファイル（以下「５分類ファイル」という。）の場合は、「分類」の「大分類」欄に５分類ファイルの中分類
　　を、「分類」の「中分類」欄に５分類ファイルの小分類を、「名称（小分類）」欄に５分類ファイルのファイル名を、それぞれ記載する。

　　(3) 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると最高裁
　    判所長官が認めることにつき相当の理由がある情報　ハ

　　(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると最高裁判所長官が認めることにつき相当の
    　理由がある情報　ニ

(別紙様式第１）

名称（小分類） 管理者

独立行政法人国立公文書館での保存を適当と認めるファイル

起算日 利用制限番号

機関名　：最高裁判所



（記載要領）

　　(3) 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると最高裁
　    判所長官が認めることにつき相当の理由がある情報　ハ

　１　この様式には、この通達の別紙の１の(4)の方法により移管を行う広報資料について記載する。

　２　「番号」欄には、事務総局等の課等又は最高裁判所の裁判部ごとにそれぞれ通し番号を記載する。

　３　「作成・取得年度等」欄には、ファイルの作成日の属する年度（暦年で管理しているものについては、暦年）を西暦で記載する。　　

　４　「内容」欄には、広報資料名だけでは内容が分からない場合に、「○○施策の紹介」等、内容が分かるように記載する。　

　５　「作成・取得者」欄には、ファイルの作成日における文書管理者の官職名を「○○局○○課長」等と記載する。　

　６　「種別」欄には、広報誌、パンフレット、ポスター、ビデオ等の種別を記載する。　

　７　「管理者」欄には、ファイルの保存期間満了時において当該ファイルを管理している文書管理者の官職名を「○○局○○課長」等と記載する。

管理者内容 作成・取得者

　８　「利用制限」欄には、公文書等の管理に関する法律（平成２１年法律第６６号）第１６条第１項第１号に掲げる情報に相当する情報が記載又は記録されている広報資料について、当該
　　情報が次に掲げる(1)から(4)までのいずれに該当するかに応じ、それぞれに定める同号イからニまでの条項を記載する。この場合において、一次的には、事務総局等の課等又は最高裁判
　　所の裁判部の文書管理者の意見を記載する。

　　(1) 行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号。以下「情報公開法」という。）第５条第１号に掲げる情報　イ　

　　(2) 情報公開法第５条第２号又は第６号イ若しくはホに掲げる情報　ロ

　　(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると最高裁判所長官が認めることにつき相当の
    　理由がある情報　ニ

(別紙様式第２）

機関名　：最高裁判所

利用制限広報資料名

独立行政法人国立公文書館での保存を適当と認める広報資料

備考番号
作成・取得

年度等
種別



大分類 中分類

（記載要領）

　９　「管理者」欄には、ファイルの保存期間満了時において当該ファイルを管理している文書管理者の官職名を「○○局○○課長」等と記載する。

　１１　平成２５年６月１４日内閣府大臣官房長・最高裁判所事務総局秘書課長・同総務局長申合せ２の(1)のアからエまで（この通達においては別紙の１の(1)のアの(ｱ)から(ｴ)まで又は
    　イ）のいずれかに該当する司法行政文書がまとめられているファイルのうち、「保存期間満了時の措置」欄に「廃棄」と記載したものについては、「移管が適当でない理由」欄に理
　　　由を記載し、廃棄することに疑義があり、内閣総理大臣と協議することが相当であるものについては、さらに「備考」欄に「協議」と記載する。

　１０　「保存期間満了時の措置」欄には、「移管」、「廃棄」又は「延長」のいずれかを記載する。

　４　「作成・取得年度等」欄には、ファイルの作成日の属する年度（暦年で管理しているものについては、暦年）を西暦で記載する。　

　５　「名称（小分類）」欄には、ファイル管理簿に登載されているファイル名を記載する。

　６　「作成・取得者」欄には、ファイルの作成日における文書管理者の官職名を「○○局○○課長」等と記載する。

　８　「保存期間」欄には、ファイルに設定された保存期間を記載する。
　　　なお、ファイルの保存期間を延長した場合には、最初に設定した保存期間及び延長した保存期間を通算した期間を記載する。

　７　「起算日」欄には、ファイルの保存期間の始期である年月日を西暦で記載する。

　３　「番号」欄には、事務総局等の課等又は最高裁判所の裁判部ごとにそれぞれ通し番号を記載する。

(別紙様式第３）

名称（小分類）

当該年度の末日をもって保存期間が満了するファイル

備考番号
作成・取得

年度等

機関名　：最高裁判所

起算日作成・取得者
分類

管理者

　２　大分類、中分類、小分類、標準ファイル名及びファイル名に分類されたファイル（以下「５分類ファイル」という。）の場合は、「分類」の「大分類」欄に５分類ファイルの中分類
　　を、「分類」の「中分類」欄に５分類ファイルの小分類を、「名称（小分類）」欄に５分類ファイルのファイル名を、それぞれ記載する。

　１　この様式には、当該年度の末日で保存期間が満了する全てのファイルについて記載する。

保存期間満
了時の措置

移管が適当
でない理由

保存
期間

媒体の
種別



番号 名称（小分類） 簿冊等の標題 作成・取得者 管理者 起算日
保存
期間

媒体の
種別

冊数
（実数）

箱番号
該当条項

（第１６条第１項第１号）
備考

（記載要領）

　２　「名称（小分類）」欄には、ファイル管理簿に登載されているファイル名を記載する。
　　　なお、大分類、中分類、小分類、標準ファイル名及びファイル名に分類されたファイル（以下「５分類ファイル」という。）の場合は、「名称（小分類）」欄に５分類ファイルの
　　ファイル名を記載する。

　３　「簿冊等の標題」欄は、「名称（小分類）」欄と同じ場合には、記載を要しない。

　４　「作成・取得者」欄には、ファイルの作成日における文書管理者の官職名を「○○局○○課長」等と記載する。

(別紙様式第４）

独立行政法人国立公文書館で保存するファイル

機関名　：最高裁判所

　１　「番号」欄には、事務総局等の課等又は最高裁判所の裁判部ごとにそれぞれ通し番号を記載する。

小　　計

合　　計

　５　「管理者」欄には、ファイルの保存期間満了時において当該ファイルを管理している文書管理者の官職名を「○○局○○課長」等と記載する。

　６　「起算日」欄には、ファイルの保存期間の始期である年月日を西暦で記載する。

　７　「保存期間」欄には、ファイルに設定された保存期間を記載する。
　　　なお、ファイルの保存期間を延長した場合には、最初に設定した保存期間及び延長した保存期間を通算した期間を記載する。

　１０　「小計」及び「合計」の欄には、事務総局等の課等又は最高裁判所の裁判部においては記載を要しない。　

　　(2) 情報公開法第５条第２号又は第６号イ若しくはホに掲げる情報　ロ

　　(3) 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると最
　　　高裁判所長官が認めることにつき相当の理由がある情報　ハ

　　(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると最高裁判所長官が認めることにつき相
　　　当の理由がある情報　ニ

　９　「該当条項（第１６条第１項第１号）」欄には、公文書等の管理に関する法律（平成２１年法律第６６号）第１６条第１項第１号に掲げる情報に相当する情報が記載されている司
　　法行政文書がまとめられているファイルについて、当該情報が次に掲げる(1)から(4)までのいずれに該当するかに応じ、それぞれに定める同号イからニまでの条項を記載する。この
　　場合において、一次的には、事務総局等の課等又は最高裁判所の裁判部の文書管理者の意見を記載する。
　　　なお、当該情報が記載されている司法行政文書がまとめられていないファイルについては、「無」と記載する。

　　(1) 行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号。以下「情報公開法」という。）第５条第１号に掲げる情報　イ　

　８　「箱番号」欄には、事務総局等の課等又は最高裁判所の裁判部においては記載を要しない。　



（記載要領）

　９　「小計」及び「合計」の欄には、事務総局等の課等又は最高裁判所の裁判部においては記載を要しない。　

小　　計

合　　計

　　(1) 行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号。以下「情報公開法」という。）第５条第１号に掲げる情報　イ　

　　(2) 情報公開法第５条第２号又は第６号イ若しくはホに掲げる情報　ロ

　　(3) 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると最高裁
　    判所長官が認めることにつき相当の理由がある情報　ハ

　　(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると最高裁判所長官が認めることにつき相当の
    　理由がある情報　ニ

　１　「番号」欄には、事務総局等の課等又は最高裁判所の裁判部ごとにそれぞれ通し番号を記載する。

　２　「作成・取得年度等」欄には、ファイルの作成日の属する年度（暦年で管理しているものについては、暦年）を西暦で記載する。　

　８　「該当条項（第１６条第１項第１号）」欄には、公文書等の管理に関する法律（平成２１年法律第６６号）第１６条第１項第１号に掲げる情報に相当する情報が記載又は記録されてい
　　る広報資料について、当該情報が次に掲げる(1)から(4)までのいずれに該当するかに応じ、それぞれに定める同号イからニまでの条項を記載する。この場合において、一次的には、事務
　　総局等の課等又は最高裁判所の裁判部の文書管理者の意見を記載する。
　　　なお、当該情報が記載又は記録されていない広報資料については、「無」と記載する。

(別紙様式第５）

機関名　：最高裁判所

該当条項
（第１６条第１項第１号）

広報資料名 管理者

独立行政法人国立公文書館で保存する広報資料

備考番号
作成・取得

年度等
内容

　７　「箱番号」欄には、事務総局等の課等又は最高裁判所の裁判部においては記載を要しない。　

　３　「内容」欄には、広報資料名だけでは内容が分からない場合に、「○○施策の紹介」等、内容が分かるように記載する。

　４　「作成・取得者」欄には、ファイルの作成日における文書管理者の官職名を「○○局○○課長」等と記載する。

　５　「管理者」欄には、ファイルの保存期間満了時において当該ファイルを管理している文書管理者の官職名を「○○局○○課長」等と記載する。　

　６　「種別」欄には、広報誌、パンフレット、ポスター、ビデオ等の種別を記載する。

箱番号作成・取得者 種別
点数

（実数）



番号 名称（小分類）
該当条項

（第１６条第１項第１号）
該当する理由

（記載要領）

　２　「該当条項（第１６条第１項第１号）」欄には、記載するファイルについて、別紙様式第４の「該当条項（第１６条第１項第１号）」欄に記載されたものと同一の条項を記載する。

　３　「該当する理由」欄には、該当理由のほか、該当する情報が記載されている箇所を可能な限り具体的に記載する。

(別紙様式第６）

利用の制限に関する意見書（独立行政法人国立公文書館で保存するファイル）

機関名　：最高裁判所

　１　「番号」欄には、記載するファイルについて付された別紙様式第４の「番号」欄の番号を記載する。



番号 広報資料名
該当条項

（第１６条第１項第１号）
該当する理由

（記載要領）

　２　「該当条項（第１６条第１項第１号）」欄には、記載する広報資料について、別紙様式第５の「該当条項（第１６条第１項第１号）」欄に記載されたものと同一の条項を記載する。

　３　「該当する理由」欄には、該当理由のほか、該当する情報が記載又は記録されている箇所を可能な限り具体的に記載する。

(別紙様式第７）

利用の制限に関する意見書（独立行政法人国立公文書館で保存する広報資料）

機関名　：最高裁判所

　１　「番号」欄には、記載する広報資料について付された別紙様式第５の「番号」欄の番号を記載する。


